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         会  場    海老名市役所 ６階議員全員協議会室 
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令和７年第６回海老名市農業委員会定例総会 

令和７年６月２５日 

令和７年６月２５日「令和７年第６回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会室

に招集した。 招集委員は１４名、応召委員は１３名で次のとおりである。 

１番 宮䑓 功   ２番 西山 勝敏  ３番 澤地 正典   ４番 小島 卓巳 

５番 三廻部 茂  ６番 大島 好美  ７番 田口 修    ８番 井上 勝 

９番 大貫 信夫           １１番 西海 正義  １２番 髙橋 修  

１３番 鴨志田ひろし １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は５名で次のとおりである。 

１５番 倉橋 芳明  １６番 塩脇 章正 １７番 井出 吉延          

１８番 鴨志田 寛  １９番 青木 莊一  

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 本木 大一、主幹兼管理係長 大澤 英和、主  査 加藤 友彦、 

主  事 髙野 栞、主事補 草刈 颯 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第２１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第２２号  引き続き農業を行っている旨の証明について（報告） 

日程第３ 議案第２３号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第２４号  農用地地用集積等促進計画（案）について「貸し借り」 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地の一時使用について 

（２）農地法第４３条第１項の規定による届出について（報告） 

（３）農地法第３条の３の規定による届出について 

（４）農地転用届出による専決処分について 

 

 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 
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【議  長】 ただいまの出席委員は１３名です。また、農地利用最適化推進委員、５

名が出席しております。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

 次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委

員を指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしですので、１２番委員と１３番委員を指名いたします。 

 それでは、議案書３ページから４ページ、４．報告事項（１）活動状

況、（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局から説明

をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  ただいま報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまし

て、何かご質問等がありましたら、お願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、報告ですので、この程度にさせていただきます。 

 傍聴人、なしですね。それでは、継続いたします。 

 それでは、議案書６ページ、５．付議事項の日程第１、議案第２１号 

農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  幹】  受付番号８、申請地につきましては、上郷■■■■■■■、登記簿地

目、田、現況地目、畑、面積、■■■平米及び上郷■■■■■■■■、登

記簿地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、合わせまして■■■■

平米となっておりまして、議案書のとおりでございます。譲受人は、上郷

■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■■■■■、■■

■、権利の種類は、所有権の移転、申請事由は、世帯内贈与のためでござ

います。現地の案内図及び写真につきましては、資料１－１でございま

す。 

 以上です。 

【議  長】  提案説明が終わりました。 

 地区委員の意見を伺います。４番委員。 
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【４番委員】  話を伺ったところ、相続対策として、世帯内贈与をしておきたいとい

う旨で、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  続いて、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  幹】  ■■■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■

■■さん、■さん、■■■さんの３人が農業従事者となっております。農

業経営者は■■■さんとなっております。農業への従事状況についてでご

ざいます。農業経験年数につきましては、■■■さんが４５年、■■■さ

んが３０年、■■さんが５年となっております。農業従事日数は、■■■

さんが１５０日、■■■さんが１００日、■■さんが８０日となっていま

す。■■さん世帯の現在の農業経営面積につきましては、自作地の田が

1,814平米、畑が６８８平米、合計で2,502平米でございます。機械につい

てでございます。主要農機具としまして、トラクターが１台、田植機が１

台、耕運機を１台所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕

作する旨が申請書に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を

見ても、譲受人として特に問題はないと思われます。そのほか、許可する

ことができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する

項目はございません。この案件に関しましては特に問題ないと思われま

す。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、続いて、現地調査班の意見を伺います。８番班長。 

【８番委員】  昨日、委員の４名と事務局１名の５名で現地を確認してきました。最

初に、８番の上のほうですけれども、現況が畑です。手元の地図を見てい

ただければ、１番のところですけれども、作物が植えられてきれいに管理

されていました。特段問題ないという形でございます。 

 続いて、２番のほうですけれども、こちらは約５畝の水田になります。

この時期、６月１２日時点での撮影と同じで、田んぼを植えつけするのか

どうか分かりませんけれども、草がちらほら出ておりますので、休耕田に

するなら、これからも維持管理を徹底してほしいと、そういうことの結論

で、現地調査班の報告とさせていただきます。 
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 以上であります。 

【議  長】  それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号８について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可するものといたします。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第２２号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明について（報告）を議題といたします。 

 受付番号１１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  幹】  この証明につきましては、農地の相続税納税猶予制度を受ける方が、

３年ごとに引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出す

る際に必要なものとなっております。過去３年間において相続税の納税猶

予を受けている農地を農地として管理してきたかということを農業委員会

が証明するものでございます。 

 それでは、受付番号１１の説明をさせていただきます。被相続人は、本

郷■■■■■■、■■■■、相続人は、本郷■■■■■■、■■■、続柄

は■■となっております。引き続き農業を行っている期間は、令和４年３

月１５日から令和７年５月１４日までとなっております。特例農地等の明

細でございますが、本郷■■■■■■■■、現況地目は田、台帳地目も

田、農業振興地域内、面積、■■■■平米、ほか■筆となっております。

議案書に掲載のとおりです。事務局で５月１４日に現地調査を行ったとこ

ろ、農地として適正に管理されていましたので、特に問題はないと思われ

ます。 

 今回の件につきましては、税務署への証明書の提出期限の都合上、専決

処分として対応させていただきました。専決処理日は、令和７年５月１４

日となっております。 

 説明は以上です。 
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【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、これは報告事項でもありますので、了承とさせて

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第２３号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  幹】  受付番号１２番、被相続人は、下今泉■■■■■■■、■■■、相続

人は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、続柄は子となっておりま

す。引き続き農業を行っている期間は、令和４年５月２１日から令和７年

６月２５日までとなっております。特例農地等の明細でございますが、上

今泉■■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目も田、農業振興地域

内、面積、■■■平米、ほか■筆となっております。議案書に掲載のとお

りです。事務局で６月１２日に現地調査を行ったところ、農地として適正

に管理されていましたので、特に問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、９ページ、受付番号１３について、事務局から説明をお願
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いいたします。 

【主  幹】  受付番号１３、被相続人は、社家■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、社家■■■■■■■■、■■■■、続柄は■■となっております。

引き続き農業を行っている期間は、令和４年４月２９日から令和７年６月

２５日までとなっておりますす。特例農地等の明細でございますが、社家

■■■■■■■■、現況地目は畑、台帳地目も畑、生産緑地となっており

まして、面積、■■■■平米のうちの■■■平米となっており、議案書に

記載のとおりでございます。事務局で６月１２日に現地調査を行ったとこ

ろ、農地として適正に管理されていましたので、特に問題はないと思われ

ます。 

 説明は以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号１３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１３について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１０ページ、日程第４、議案第２４号 農用地利用集積等

促進計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号１１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  幹】  農業経営基盤強化促進法等の一部の法律が改正され、農地の賃貸借の

方法が、今年度４月から、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき

中間管理機構を介した方法へ完全移行となっております。同法第１８条第

１１項の規定に基づきまして、農地の貸し借りについての申出がありまし

たので、農用地利用集積等促進計画案を上程させていただきます。この審

議を経て、農地中間管理機構である公益社団法人神奈川県農業会議に対し
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計画案を送付し、農用地利用集積等促進計画を定めるよう要請します。そ

の後、公益社団法人神奈川県農業会議にて審議を行い、計画が策定されま

したら、海老名市にて決定された計画の認可、不認可を再度審査し、認可

とした場合は公告を行い、権利の設定の効果が生じてきます。海老名市で

は、この貸し借りの期間について、便宜上、全ての終期を１２月末までと

しています。なお、議案書につきまして、今回の改正に伴い、借り手と貸

し手の間に中間管理機構が入るため、このような記載となっております

が、あくまで制度上の都合であるため、総会での説明ではこれまでどお

り、実際に農地を貸す方、借りる方の２名のみを説明させていただきま

す。 

 それでは、受付番号１１、借り手は、茅ヶ崎市松が丘■■■■■■■■

■■■■、■■■■、貸し手は、寒川町倉見■■■■■、■■■■、貸し

借りする農地は、中野■■■■■■■■■、現況地目、畑、面積は■■■

平米、ほか■筆、議案書のとおりでありまして、農業振興地域内、新規の

計画となります。貸し借りの種類は、賃借権を設定してあります。利用目

的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和７年９月１日から令和１１年１２

月３１日まででございます。事務局で６月１２日に現地調査を行ったとこ

ろ、農地として適正に管理されていました。この借り手の■■さんにつき

ましては、令和４年４月から市内で新規就農という形で就農を開始してい

る市内農業者でありまして、主にゴマを栽培しています。農地中間管理事

業の推進に関する法律第１８条第５項第２号に規定する要件を満たしてお

りますので、特に問題はないと思われます。 

 説明は以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号１１について、質疑のある方はお願いいたします。 

【11番委員】  貸し借りの内容のところで、以前であれば、直接■■さんと■■さん

でやり取りが書いてあったと思うんですけれども、中間管理機構が入った

ということで、年の貸し借りの金額が出ていると思うんですけれども、こ

れが7,000円と1,000円というのは、何がどう違うのかというのがちょっと

よく分からないので、教えていただきたいんですけれども。 
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【主  幹】  面積が違う。 

【11番委員】  面積が違う。もともとこの２か所でということですね。 

【主  幹】  入内島のところの信号のちょっと東側。 

【11番委員】  これが同じ１か所のところで、中間管理機構が一旦借りて、その借り

たものを■■さんにというイメージでちょっと見えちゃったので。これは

そもそも違う場所ということですよね。 

【主  幹】  同じところ。 

【会  長】  ２筆分。 

【主  幹】  これ、書き方が、まとめちゃって。２筆を今回。 

【11番委員】  ２筆あって、まとめているということですよね。 

【主  幹】  書き方が、横で見ちゃうとあれなんですけど、これを１つずつで見て

もらうように。■■さんの２筆を、■■さんが２筆借りるという。 

【11番委員】  そういうイメージですね。 

【主  幹】  下の■■さんもそうなんですけれども、そういうイメージです。 

【11番委員】  イメージ的に１つの土地でツークッションあるような感じがしたの

で、面倒くさいのかなと思ったんですけれども。 

【議  長】  そうですね、２筆で、それぞれが7,000円と1,000円。 

【11番委員】  ２筆で、貸し手、借り手が２つあるということですね。１つで済ませ

ているということですね。分かりました。 

【議  長】  よろしいですか。 

 そのほか、質疑のある方はいらっしゃいますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１１について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいた
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します。 

【主  幹】  受付番号１２、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、■■■■となります。貸し

借りする農地は、上今泉■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■

平米、ほか１筆、議案書のとおりであり、農業振興地域内、新規の計画と

なっております。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水

田、貸し借りの期間は、令和７年９月１日から令和９年１２月３１日まで

でございます。事務局で６月１２日に現地調査を行ったところ、農地とし

て適正に管理されていました。借り手は市内農業者であり、農地中間管理

事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号に規定する要件を満たして

おりますので、特に問題はないと思われます。 

 この方の表についても、先ほどの１１番委員の説明のとおりとなります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号１２について、質疑のある方はお願いいたします。 

【16番委員】  貸し手の方の■■さんの持分２分の１というのは、約１反ずつあるん

だと思うんですけれども、両方とも２分の１ずつというイメージなんでし

ょうか。 

【主  幹】  これは登記が持分をそこで設定しちゃってあるので。 

【16番委員】  １反ずつみたいな。面積的には。 

【主  幹】  トータルでは。 

【議  長】  両方とも２分の１ずつということですね。そういうことですね。 

【16番委員】  はい。 

【議  長】  そのほか、質疑のある方。 

【19番委員】  前に聞いたかと思うんだけれども、また教えてください。今回の貸し

借りの種類の中で、賃借権と使用貸借権と両方あるんですが、この違いは

何ですか。 

【事務局長】  賃借権というのは、その名のとおり、賃借ですから、お金を使って貸

し借りをするというのになっていまして、使用貸借というのは、無料とい
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うか、無償で貸し借りをするのが使用貸借と、そんな感じになっておりま

す。 

【19番委員】  だから、賃料のところが発生していないということですか。 

【事務局長】  はい。 

【議  長】  そのほか、質疑のある方はいらっしゃいますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方、いらっしゃいますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号１１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  それでは、説明いたします。 

 県や市が実施いたします公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のため

の農地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連

名で申請をいただいております。農業委員会では、農地を使用することが

やむを得ないものであるかどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じる

おそれがないかなどを確認いたしまして、原則としては農業委員会での確

認後から現地を使用していただくようにしております。 

 それでは、受付番号１１、現地の案内図及び公図につきましては、資料

２－１を御覧ください。 

 申請地は、本郷■■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、現況地目、

畑、面積、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりでございます。土地所

有者につきましては、本郷■■■■■■、■■■■でございます。土地の

使用者は、大和市上草柳■■■■■、株式会社■■、代表取締役■■■、

土地の事業主は、神奈川県厚木土木事務所東部センター、所長小池正幸、
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工事名は、県道２２号横浜伊勢原道路改良事業、目的は、同事業の工事ヤ

ードとして使用したいとのことです。使用期間は、令和７年７月１６日か

ら令和７年９月１５日までとなっております。本日、委員の皆様に承認し

ていただいた後に、申請者の３者へ受理した旨の通知を発送いたします。 

 説明は以上です。 

【議  長】  続いて、現地調査班の意見を伺います。８番班長。 

【８番委員】  今、事務局がお話しされたので全てなんですけれども、現地へ行った

感想としましては、写真のとおり、酪農をされている牧草地が作物として

植えられていました。工事が着工する７月までには刈り取って畑にして工

事に使うと、そういうことを聞きましたので、特段問題ないと思います。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書１２ページ、農地法第４３条第１項の規定による届出につ

いて（報告）を案件といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  説明させていただきます。 

 農作物栽培高度化施設に関する特例を農地法第４３条で規定しておりま

す。農作物栽培高度化施設の底面をコンクリートその他これに類するもの

で覆う場合につきましては、本来、転用の許可が必要となる案件でござい

ますが、届出を出していただければ、そのまま農地として見ることができ

るというものになっております。手続方法につきましては、国からの通知

により専決で処理したものを直近の総会で報告することが適当であるとさ

れているため、今回、報告するものとなっております。 

 それでは、受付番号１です。申請地は、柏ケ谷■■■■■■■、登記簿

地目、畑、現況地目、畑、面積、■■■平米のうち施設面積■■■■■平
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米、申請者は、土地所有者であります柏ケ谷■■■■■■■、■■■■、

施設の概要につきましては、培養ハウス及び製造室、栽培作物につきまし

ては、きのこ菌床製造になります。専決処理日は、令和７年５月２９日に

なります。 

 説明は以上であります。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書１３ページ、（３）農地法第３条の３の規定による届出に

ついてを案件といたします。 

 お諮りいたします。案件は４件でございますが、一括して説明、質疑を

したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていだきます。 

 それでは、１３ページの受付番号８から１５ページの受付番号１０につ

いて、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主 事 補】  相続などの農地法の許可を要しない農地の権利取得について、権利を

取得した者は農業委員会にその旨を届け出なければならないこととなって

います。また、農業委員会といたしましては、耕作者のあっせん等の希望

があった場合のみ、現地調査をいたしますが、今回は４件ともあっせん等

の希望はなしで届出がありました。 

 それでは、議案書１３ページから１５ページを御覧ください。 

 受付番号８、９、１０番は、持分が３分の１になっているものでありま

す。まず、権利を取得した者は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、

大谷北■■■■■■■■■、■■■■、厚木市金田■■■■■■、■■■

の３名になります。権利を取得した日は、令和６年５月８日、権利を取得
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した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん

等の希望は、なしとなっております。届出に係わる土地の所在ですが、大

谷■■■■■■■、現況地目は田、登記簿地目も田、■■■平米、ほか４

筆、議案書のとおりです。 

 次に、議案書１５ページ、受付番号１１番、権利を取得した者は、大谷

北■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、令和５年１月１５

日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会

によるあっせん等の希望は、なしとなっております。届出に係わる土地の

所在ですが、大谷■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目は田、■■

■平米、ほか４筆、議案書のとおりです。 

 説明は以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

【11番委員】  何となく相続が終わるあたりにこういう申告があるんですけれども、

もう１件の■■さんのほうは、令和５年１月１５日に亡くなっていて、そ

こで相続して、実際、相続の期間が終わってから１年以上たっていますけ

れども、これは単純に報告する義務があるというのを知ったときに報告を

もらっているというスタンスでいいんでしょうかね。 

【事務局長】  相続をした日から遅滞なく届け出るという形になっております。 

【議  長】  よろしいでしょうか。 

 そのほか、ございますか。よろしいですか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。一括して了承といたします。 

 次に、議案書１６ページ、（４）農地転用届出による専決処分について

を案件といたします。 

 １６ページの農地法第４条、２件、１７、１８ページの第５条、６件、

事務局から一括して説明をお願いいたします。 
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【主 事 補】  一括して説明させていただきます。 

 農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されていますが、市

街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合には、

許可を要しないこととなっています。それを定めているのが農地法第４条

第１項第７号と農地法第５条第１項第６号になります。 

 それでは、議案書１６ページを御覧ください。農地法第４条第１項第７

号の規定による届出になります。届出期間につきましては、令和７年５月

１日から５月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１０番、

１１番の２件、どちらも畑で、合計が６２７平米でございます。 

 続いて、議案書１７、１８ページを御覧ください。農地法第５条第１項

第６号の規定による届出になります。届出期間につきましては、令和７年

５月１日から５月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号２７

番から３２番の６件、合計で、田が４９９平米、畑が1,186.11平米で、全

ての合計が1,685.11平米でございます。これらにつきまして、専決処分で

受理したことを一括して報告させていただきます。 

 報告は以上になります。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

【３番委員】  先ほどの農地利用集積等促進計画という項目の中で、管理機構が途中

で入っているんですが、この管理機構というのは、書き方として、仲介者

として扱うべきですよね。そうすると、借り手と貸し手と、この間に仲介

者と１行入れて、そこへ公益社団法人神奈川農業会議、会長持田文男さん
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という方をここに入れてしまえば、２段にしなくて済むんじゃないかと思

うんだが、どうなんだろう。書き方として。一々、２段に書いてあるから

おかしくなるけど、その間に仲介者として間に項目を入れれば、それぞれ

貸し手と仲介者、借り手でいいんじゃないかと思うんだけど、どうなんだ

ろう。これの書き方として、表示の仕方として。 

【事務局長】  仲介というよりは、一旦、機構に貸して、機構がまた貸すという形に

なっているんですよね。仲介というのとちょっとまた言葉が違うみたいな

んですよ。 

【３番委員】  預けるわけだ。１回は。 

【事務局長】  今日のこれからの説明の中でも、その辺が資料の中にも書いてあるん

じゃないかと思うので、もし可能であれば、可能であればというのもおか

しいんですけれども、より見やすく分かりやすく表記ができるのであれ

ば、今の３番委員がおっしゃるみたいに、変えていくことも僕らとしては

全然やぶさかでないので、もし表記として、いい案、要はＡ、Ｂの間に管

理機構が入っていればいいじゃないかということですよね、そういう書き

方がもし可能であればそんなふうにやってみたいとは思います。そこは今

日のこれからの説明を聞いた上で検討させていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

【14番委員】  賃料が発生する場合は、貸される方と借りる方が直接お金をやり取り

するのではなく、そこにお金も中間管理機構が入るということなんです

か。 

【事務局長】  中間管理機構が入ることになった大きな理由はそこで、お金を直接や

り取りではなくて、お金を中間管理機構に払って、中間管理機構が貸主に

払う。 

【14番委員】  じゃ、いただくほうも中間管理機構からいただいているような形にな

っているということなんですね。 

【事務局長】  そうなんです。 

【14番委員】  分かりました。ありがとうございます。 

 

【議  長】  それでは、本日の定例総会はここで終了とさせていただきます。 
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 ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】  本日はご多忙の中、定例総会にご出席いただきまして、ありがとうご

ざいました。皆様の慎重なる審議によりまして、円滑に会議が終了いたし

ました。ありがとうございます。 

 以上をもちまして、第６回海老名市農業委員会定例総会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

― 了 ― 

 

 

 

 


